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中期計画（平成３０年度～平成３４年度） 

１、 地域の社会福祉ニーズに対応した事業実施 

① 地域子育て支援拠点事業の開設 

② 地域自治会・老人会との交流事業 

③ 職場体験事業の受け入れ 

④ 啓発活動団体（警察署・共同募金会）からの参加依頼受入れ 

⑤ 非常時の一時避難場所として地域住民受け入れの検討 

２、 適正な経営及び財務の透明性の確保 

 ホームページ等による公表 

３、 保育の質の向上と透明性の確保 

 第三者評価受審（平成３０年度に受診予定） 

４、 組織の活性化 

① 園内外での研修の充実 

② キャリアアップ研修の徹底（対象者以外にも拡大） 

③ 児童福祉士の資格保持者を増やす 

④ 国の動きに連動した処遇改善Ⅰ．Ⅱの充実 

⑤ 評議員の増員（４名～７名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成３０年度 事業計画 

法人本部 

１、 評議員選任・解任委員会の開催 

(１) 評議員選任・解任委員会〈随時〉 

・必要に応じ随時開催 

２、 構成 

（１） 評議員選任・解任委員３名（監事２名・外部委員１名） 

３、 評議員会の開催 

（１） 第１回評議員会（６月） 

・前年度事業報告及び決算報告の審議、その他 

（２） 第２回評議員会（３月） 

・次年度事業計画及び当初予算の審議、その他 

（３） 臨時評議員会（随時） 

・必要に応じ随時開催 

４、 構成 

（１） 評議員４名 

５、 理事会の開催 

（１） 第１回理事会（５月） 

・前年度事業報告及び決算報告の審議、その他 

（２） 第２回理事会（１２月） 

・補正予算審議、その他 

（３） 第３回理事会（３月） 

・次年度事業計画及び当初予算の審議、その他 

（４） 臨時理事会（随時） 

・必要に応じて随時開催 

６、 構成 

（１） 理事６名（理事長含む） 

（２） 監事２名 

 

 

 

 

 

 

 



社会福祉法人 清泉福祉会 

１． 所在地 

津市新町 1 丁目８－１３ 

２． 実施事業 

第２種社会福祉事業（保育所の経営） 

清泉愛育園（定員 ９０名） 

３． 法人事業の経営理念 

『笑顔と感謝の気持ちを大切に、愛がいっぱい溢れる保育園』 

（１） 利用者ひとり一人を大切にする法人 

（２） 職員の輪を大切にする法人 

（３） 地域との繋がりを大切にする法人 

４． 経営方針 

（１） 経営基盤の強化 

社会福祉事業や公益的な事業への自主的な取組について、責任を持っ

て実施できる管理経営体制を構築する。 

（２） 福祉サービスの質の向上 

職員が専門的知識や技術を修得できるように法人内・外部での研修等

を推進する。 

（３） 事業経営の透明性の確保 

法人内で実施されているサービス内容や経営内容などの情報につい

て透明性の確保に努める。 

 

 



清泉愛育園 

１． 保育理念    

・夢は叶うと信じて希望を持ち続ける子どもの育成 

・家庭的な雰囲気の中でひとり一人を大切に、心身ともに円満でたくま  

しい子どもに育成する。 

   ・保護者との連携・信頼関係を作ると共に、地域の人々との触れ合いを大切にしな

がら、明るく楽しい園生活を過ごす。 

２． 保育方針 

・笑顔にあふれる明るい子ども 

・感謝の気持ちを持ち、思いやりのある優しい子ども 

・強い心・強い体を持ち元気に遊べる子ども 

・興味を持ってよく考え・工夫できる子ども 

・何事も自ら進んでできる子ども 

・世界の子どもと手をつなげる子ども 

３． 教育方針 

・本園の目指す教育は『興育』である。興味を持たせ、面白いな！楽し   いな！

と色々な体験を通して育てていくことこそ真の教育である。 

４． 食育方針 

・食べ物に興味を持つ。 

・みんなで食べると美味しいね。（共食） 

・「資源（食べ物）を大切に」の心を育てる。 

・植育としての畑つくりで野菜を育てる。 

 

 



５． 目指す保育所の姿 

・保護者、地域の人々との触れ合い活動を通して信頼関係を築き楽しい 園生活を

目指す保育園 

・専門性の高い職員（児童福祉士・保育士・看護師・栄養士・食育コーディネータ

ー・チャイルドカウンセラー等）を配置し、保育すると共に、保護者および地域

の人々が気軽に相談できる保育園、開かれた保育園として気軽に遊びに来ていた

だける保育園 

・病気、事故などに対し、早期発見・対応など安全・安心な保育園 

・異年齢保育の強化 

・行政・関連機関との連携を密にした運営 

６． 今年度の保育目標 

・異年齢保育の中で思いやりの心を育てると共に一人ひとりの可能性を ひきだす

保育 

・家庭的な雰囲気の中で自己肯定感を育む保育 

・生きる力を育む保育で自立心を養う 

・幼児期に自分で考え行動できる子に育てる 

７． 今年度のテーマ 

・大切なもの（人・物） 

・鍛えよう強い心、強い体 

８． 重点的な取組 

保護者との連携 

・連絡ノート 

・送迎の際に直接口頭で伝える 

・行事で交流（親子参加の行事） 



・個人懇談会（年２回） 

・育児相談 

・日々の写真を掲載のためクラスで担任等が写真撮影 

・保育活動の写真のネット販売 

   地域の子育て支援 

   ・園内・園庭開放による保育所体験 

   ・専門家による育児相談 

   保・幼・小・中の連携 

   ・小学校での体験授業 

   ・中学校等の職場体験の受け入れ 

   他機関との連携 

   ・常に子どもや保護者の心身の状況に注意を払い、市・支援室・児童相談所・ＮＰ

Ｏなどとの連携を密にする。 

   ・社協からの職場体験の受け入れおよびインターシップの受け入れ 

   ・警察・消防・医療機関との連携 

   ・企業ボランティアの受け入れ 

   ・保育実習生の受け入れ 

安心・安全の取り組み 

・園医や看護師の指示のもと、職員全員でお子様の健康をサポートして いる。 

・ひとり一人の子どもに応じたアレルギー食への対応 

・感染症や大気汚染などに対する情報収集に努め早急に対応する。 

食育への取り組み 

   ・園の畑での野菜作りを体験し自分たちで育てた野菜を給食に取り入れる。(今年度



は米つくりに挑戦) 

   ・五感を通して食べることの楽しさを知る。 

   ・年間で数回『レストランスイートポテト』および『スイートポテトカフェ』での

バイキングを開店 

   研修への取り組み 

   ・園長自らが研修に対する意欲を持ち、豊かな人間性と保育の専門性向上のため園

内・園外で研修し伝達する。 

   ・園内、園外で保育士の資質向上のため学び、保育士同士学び合うため園内研修を

行う。 

   ・障碍者への理解の為、手話を学ぶ。 

   共働きの家庭を支援する教育 

   ・英語あそび 

   ・文字あそび（毛筆） 

   ・スイミングスクールの利用 

   ・体育指導 

   ・楽器あそび 

   ・絵画指導         など 

    それぞれの専門職としての職員および、外部講師による指導を保育時間内に行う。 

９． 特別保育事業 

・延長保育事業 

１０．職務について 

  ・施設長（園長）は保育所の業務を統括し、総務、人事、経理、会計、財務に関する

業務に従事する。 



  ・園長補佐は園長を補佐し、保育所の業務を統括し、職員の労務関係および理事会と

のパイプ役を担う。 

  ・主任保育士は園長を補佐し、保育内容について保育士を統括する。 

  ・副主任保育士は主任保育士を補佐する。 

  ・保育士および各種リーダーは保育に従事し、その計画の立案、実施、記録および家

庭連絡等の業務を行う。 

  ・調理師および栄養士は給食業務管理および栄養指導等の栄養・給食に関する業務に

従事する。 

  ・嘱託医および嘱託歯科医は乳幼児の診断治療に当たるとともに、健康管理・保健衛

生について助言指導する。 

１１、保育士のあり方 

   相手（子ども・保護者・職員）の理解や受容は決して一方的なものではなく、お互

いの心と心の相互的な営みであると考える。相手の気持ちを受け止めようと、自分

が一人の人間として相手と関わるとき、相手はそれを感じとり、心を開き、自分ら

しさを表現する。この関係こそが、互いの信頼関係を生み出す基盤となると考える。 

① 一人ひとりの子どもを大切にし、『自分は愛されている』『大切にされている』思い

を育む。(自己肯定感) 

・一人ひとりに丁寧に、ゆっくり、ゆったりと接する。 

・子どもの目線に立ち、子どもの思いをしっかりと受け止め、子どもの  ことば

耳を傾ける。 

・子どもの性差や個人差、個性を肯定し、留意して接する。 

・指示、命令、強制のことばはつかわない。 

・友だち同士で思いや体がぶつかった時は、お互いの気持ちに寄り添い ながら友

だちの思いや痛みに気づけるよう、丁寧にかかわるとともに、子どもたちが自ら



気づくことができるように見守る。 

・子どもの固有の感性を引き出して豊かに育み、育んだ豊かな感性を保 てるよう、

子どもの感じ方や考えを積極的に受容する。 

・自分の意図を優先し、子どもに対して、一方的に自分自身の考えを押  し付け

たり、働きかけたりするのでなく、保育の中心は子どもが主体であるという認識

のもと、子どもの思いを感じ取る。 

② 保護者との関係づくり 

・保護者の家庭状況、家庭環境を十分に理解し、日ごろから子どもの様  子を伝

えたり、家庭での様子を聞いたりして、保護者の思いを受け止め、信頼関係を築

く。 

・子どもの思い、保育士の思いをしっかり伝え、現状を理解してもらう。 

③ 職員の協力体制 

・職員間で情報を共有する。 

・保育園全体ひとつのクラス、また家庭と捉え、担任以外の全ての子ど  もに目

を向け、一人ひとりの子どもの状況などについて共通理解できるようにする。 

・それぞれの役割を自覚し、責任を果たすと共に、他の職員の立場や状  況を十

分に理解し、お互いに協力し合い、助け合う。 

・職員それぞれの思いを受け止め、信頼関係を築く。 

・クラス内外で積極的にコミュニケーションをとり、子どもにとってよ り良い関

わりを一緒に見出していく。 

④ 職員の資質向上 

・子どもたち一人ひとりをしっかりと理解することに努め、気になるこ となどは

ケース検討会議などの場において、全員で考える。 

・専門性を高めるため、自らの人間性や社会性、専門職としての向上に  努め自



己研鑚する。 

⑤ 子どもの目線の環境づくり 

・限られたスペースの中で、子どもたちが自分の空間を見つけ、落ち着  いて過

ごせる場所づくりをサポートする。 

・「遊、食、寝」の環境を用意し、子どもたちが心地よく過ごせる場にする。 

・子どもがいつでも休息できる場所を用意しておく。(スマイルルームの活用) 

・子どもが自由に遊べるよう、子ども自身が主体的に遊べるよう、育ち  にふさ

わしい環境、玩具を準備しておく。 

・子どもの感覚を大事にし、子どもが好きな色を選んだり、画用紙など  も好き

な色が選べるように工夫する。(プレイルームの活用) 

・家庭的な雰囲気づくりに努める。 

１２．施設の詳細 

  開園時間  ７：００～１９：００ 

        保育標準時間利用者は１８：００以降有料 

        保育短時間利用者は８：３０～１６：３０以外は有料 

  受け入れ年齢 ５７日目から 

  定員     ９０名 

  クラス編成  ０歳児～５歳児まで各年齢１クラスづつ 

１３．健康管理 

   ①健康診断   年２回（４月・１０月） 

   ②歯科検診   ６月（歯磨き指導）・１０月 歯科検診 

   ③身体測定   毎月 

１４．安全管理 

   ①交通安全指導（年１～２回） 



   ②避難訓練   災害訓練年間計画の沿って毎月実施 

   ③不審者対応訓練  不審者対応マニュアルを作成し訓練を年１回程度実施、その

都度見直しを行う。 

   ④ＡＥＤの設置 

   ⑤救急救命講習に参加 

   ⑥防犯カメラの設置 

   ⑦警備会社による 24 時間体制の見守り 

１５．施設管理改修 

   施設管理改修等の考え方については以下の優先順位とする。 

① 危険個所の改修 

② 安全性の向上 

③ 環境の改善 

１６．苦情処理 

   円滑、円満な解決の促進や当園の信頼と適正性を図るため苦情解決規程 

   を設けてポスターなどでお知らせする。 

１７．情報公開 

   ホームページを利用 

１８．行事予定 

    別紙参照〈別紙１〉 

１９．研修計画 

   保育士は自分自身の資質の向上を意識し、業務に必要な基本知識や技能を高める意

識を持ち、研修で学んだことを日々の保育活動に生かす。 

また、専門性のみならず人間性も高めなければならない。 

① 子どもたちの育ちを援助する力を身に付ける。 



② 豊かな人間性を身に付ける。 

研修内容については別紙参照〈別紙２〉 

２０．職員会議   定例会議（年１２回） 

２１．部門別ミーティング  基本毎月 

     ・幼児ミーティング 

     ・乳児ミーティング 

     ・調理ミーティング 

     ・障害児ミーティング 

     ・チャイルドカンファレンス 

２２．福利厚生 

     ①職員健康診断（年１回）  

  ②インフルエンザの予防接種  （１１月ごろ） 

  ③検便  乳児・調理・・・月２回 

       その他・・・月１回（月２回の時もあり） 

  ④親睦会（お泊り会・食事会等年４～５回） 

  ⑤福利厚生センターへの加入 

  ⑥退職共済の加入 

  ⑦その他会議等で職員からの要望を聞き、要望を反映させていく 

  ⑧有休休暇の１００パーセントを目指す。 


